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ねらい 
近年、毎年のように自然災害が繰り返され、民生委員・児童委員の死傷事例も発生してい

る。国は、災害対策法制を相次いで見直すとともに、災害対策基本法に「地区防災計画」の

作成を位置付ける等、自助・共助に基づく防災・減災への取り組みを促している。 

こうした状況をふまえ、全民児連では、令和 5 年 5 月に『民生委員・児童委員による災害

時要援護者支援活動に関する指針』を改訂し、都道府県・指定都市民児協を通じて災害への

備えの重要性を周知している。 
本シンポジウムでは、地域特性や社会資源（自主防災組織の有無等）をふまえつつ、平常

時から「地域ぐるみで支えあう」という意識の下、災害に強い地域をつくるため、民生委員・

児童委員と地域の幅広い関係者との連携や役割分担に基づく災害時要援護者等への支援体

制づくりを考える。 

※敬称略 

※写真に写る人物には発表者等を通じて掲載の了承を得ました 
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【シンポジウム１】コーディネーター 

 

近年の災害対策法制の見直しと求められる支援体制づくりのポイント 

 
              コミュニティ・エンパワメント・オフィス FEEL Do 

     

代表 桒原 英文 
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

加速化・多様化する
災害対策の推進

近年の自然災害の発生と災害対策法制の見直しについて

画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

一般社団法人 FEEL Do

代表理事 桒原英文

第92回 全国民生委員児童委員大会 シンポジウム １

近年の災害対策法制の見直しと
求められる支援体制づくりのポイント
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do -4-

進めようとしている主体、手法、位置づけはさまざま

・中央防災会議 ・内閣府 ・厚労省 ・気象庁

・全社協 ・学識者 ・日本財団 ・民生委員

・全国経営協 ・老施協 ・日弁連

画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

避難情報（警戒レベル）が「避
難勧告」と「避難指示（緊
急）」の一本化→避難指示

受け入れ対象者を特定してあらかじめ
住民に公示する「指定福祉避難所」

災害対策基本法に
「福祉的理念」の位置づけ

-3-

災害ケースマネジメント等を通じた
包括的な支援体制を構築

災害救助法第4条「救助の種類等」
に「福祉」を入れることを要望

災害時要配慮支援と
福祉避難所の強化

避難所避難だけでなく、避難
場所の多様化に対応する

「災害福祉支援センター」の
整備を推進する

指定避難所運営のスペシャリスト育成

行政、NPO、社会福祉協議会（災害ボラン
ティアセンター）等の三者連携の構築・推進

インクルーシブ防災の推進

災害配慮者の個別避難計画の義務化

加速化する災害対策推進
民生委員・児童委員による
災害時要援護者支援活動

災害時の保健医療福祉
の連携強化
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

◼先に紹介したように、特にここ数年災害対策が矢継ぎ早
に示され、特に地方公共団体の（努力）義務化が顕著で
す。

◼利用者保護の観点から策定が義務化された社会福祉法
人や福祉事業所、訪問看護支援センターの災害や感染
症に備える事業継続計画も令和6年3月末が期限です。

◼どの災害対策も必要不可欠な要素ですが、それぞれの取
り組みが、災害前から災害発生後のフェーズ（時間経過）
や対象、担い手、在宅や避難所等の場所の違いなどの全
体像が見えにくくなってはいないでしょうか？

-6-

画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

加速化する災害対策推進

◼地震、台風、水害や土砂災害など自然災害が発生する度
に災害対策の見直しや新たな取り組みの施行が繰り返し
行われています。

◼それは、災害時の逃げ遅れ、支援者の犠牲、直接死者の
発生、避難生活期における災害関連死者の発生、仮の住
まいでの慣れない生活上起きる問題であったり被害の甚
大化などを背景にしています。

-5-
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

◼それぞれの災害対策の担い手の負担感や不安感も課題
です。

◼民生委員・児童委員の皆さんの関係が深いと考えられる
取り組みではどうでしょうか？
⚫災害時要配慮者支援計画
⚫災害時配慮者個別避難計画
⚫指定避難所運営のスペシャリスト育成
⚫応急仮設住宅など生活者への見守り・相談、つどい等の活動

-7-
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

災害対応における行政の責任

◼災害対策基本法において、国・都道府県・市区町村は平時には
「各種ガイドラインや計画の策定・更新」、災害時には「住民を保
護」することが責務であると明記されています。

◼行政は災害対応・被災者支援に責任を有し、大規模・広域災害
時には自治体間での支援・応援を実施するとともに、行政のみで
は対応できない分野における調整者として、被災者支援活動に
携わる多様な主体の活動を促進する役割が期待されます。

◼災害時には、被害・被災状況や支援に関する情報を収集し、その
情報を被災者支援に関わる関係機関に共有する役割もあります。

-10-

画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

災害対応における行政の責任と
地域ぐるみの被災者支援
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

災害対応における行政の役割
◼ 平時

⚫災害時に備えて、官民業の支援者が適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること

⚫住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織、その他の地域における多様な主体
が自発的に行う防災活動を促進すること

⚫災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること

⚫過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること

◼ 災害時
⚫被災状況等に関する情報収集・情報発信をすること

⚫災害対処に関する方針を決定すること（災害対策本部の設置・運営）

⚫被災施設等の復旧、被災者の支援を行うこと

⚫支援活動を実施する機関・団体等の活動環境整備をすること

⚫多様な主体との協力体制の構築をすること

-11-
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

民生委員・児童委員の
皆さんにお伝えしたい事

福祉力を活かして「救えるはずの命」を守り・救うために

-13-
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画面撮影・SNS等への投稿を含め、無断複製および二次利用を禁ずる ©2023 一般社団法人FEEL Do

◼被災地において福祉的依存度の高まりを抑制することや、
避難生活の中で起こる災害関連死を防ごうと個別支援を
行うと共に、避難生活上の環境整備や避難生活の先を見
据えた取り組みが重要です。

◼民生委員の災害時の役割を今一度確認し、「被災された
方々が災害時においてもできる限り、日常の安心と安
全を取り戻してもらい、その人らしい暮らしを送っても
らう」このことが福祉支援者である皆さんの存在理由で
はないでしょうか。

-15-
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【シンポジウム１】シンポジスト 

 
『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の 

改訂経緯とそのポイントについて 
 

    全国民生委員児童委員連合会  

  理事 本郷 俊明 
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1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』改訂（第4
版）の経緯

2. 被災地の経験から明らかになった課題

3. 『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』（改
訂第4版）のポイント

4. 京都府内での災害対応と民生委員・児童委員活動

『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の改訂経緯とそのポイントについて

2

災害に備える地域ぐるみの体制づくりに向けて

～『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の

改訂経緯とそのポイントについて～

全国民生委員児童委員連合会 理事 本郷 俊明

1
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• 高齢者等の安否確認や避難支援にあたっていた56名の民生委員・児童委員が犠
牲に！

平成２７（２０１１）年3月11日 東日本大震災発生

『指針』改訂（第4版）の理由① 求められる民生委員・児童委員の安全確保

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』
改訂（第4版）の経緯

4

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』
改訂（第4版）の経緯

• 2013（平成25）年4月 『民生委員・児童委員による災害時要援
護者支援活動に関する指針【第 1 版】』

• 2013（平成25）年11 月 『民生委員・児 童委員による災害時要
援護者支援活動に関する指針【改訂第 2 版】』

• 2018（平成30）年3月 『災害に備える民生委員・児童委員活動
に関する指針』（民生委員・児童委員による災害時要援護者支
援活動に関する指針【改訂第3版】）

• 2023（令和5）年5月 『災害に備える民生委員・児童委員活
動に関する指針』（民生委員・児童委員による災害時要援護者
支援活動に関する指針【改訂第4版】）

3
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『指針』改訂（第4版）の理由② 災害対策法制の見直しへの対応

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』
改訂（第4版）の経緯

①災害対策基本法の改正（平成25年、令和3年）
平成25（2013）年改正 「避難行動要支援者名簿」の作成（市町村の義務）

「避難支援等関係者」への名簿提供

令和3（2021）年改正 「個別避難計画」の作成（市町村の努力義務）

②防災気象情報および避難情報制度の見直し 
令和3（2021）年改正 市町村が発令する避難情報の見直し

⇒ 従前の「避難勧告」と「避難指示」の一元化等、よりわかりやすい
ものとなるよう見直し

6

『指針』改訂（第4版）の理由① 求められる民生委員・児童委員の安全確保

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』
改訂（第4版）の経緯

支援対象者との日常的な関係や民生委員・児童委員とし ての使命感、さらには災害対策法
制の改正による民生委員への期待など を背景に、民生委員・児童委員が発災時に無理をする
ケースが後を絶たず

災害時に自らの命、安全を守ることが最優先であるという点に
ついて、さらに全国の関係者が意識し、実践すること

あらためて全国の民生委員・児童委員および関係者による災
害への対応方針を確認すること

重要

5
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1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』改訂（第4
版）の経緯

2. 被災地の経験から明らかになった課題

3. 『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』（改
訂第4版）のポイント

4. 京都府内での災害対応と民生委員・児童委員活動

『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の改訂経緯とそのポイントについて

8

『指針』改訂（第4版）の理由② 災害対策法制の見直しへの対応

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』
改訂（第4版）の経緯

「民生委員が直接的な避難支援を担ってくれる」といった誤解・・・民生委員・児童委員の負担に

「避難行動要支援者名簿」は、幅広い関係者への提供が進まない・・・民生委員・児童委員の
負担が軽減されず、避難支援の実効性が確保されない懸念

市町村が発する防災関連の情報（避難情報、ハザードマップ、タイム
ラインなど）について、地域住民の一員としてきちんと理解すること

気象や避難の段階に応じた活動の中止、率先避難といったルールを
民児協として整理し、各委員が確認しておくこと

重要

7
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2. 被災地の経験から明らかになった課題

• とくに要援護者を含む地域住民の適切な理解を得ていくため
には、平常時から民生委員・児童委員としての対応方針の周
知を図ることが重要

被災地の民生委員・児童委員、民児協活動の
経験は、全国どこの地域でも起こり得るもの

10

2. 被災地の経験から明らかになった課題

①民児協の組織的機能、委員相互の支援機能の停止

②活動の限界

③住民からの無理な要望

④思い込み等による住民等からの非難

⑤市町村における避難行動要支援者名簿の作成への協力
9
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3. 『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指
針』（改訂第4版）のポイント

① 災害時においては、自らの安全確保を第一とし、状況に応じて率先避難に努めること
を最優先とすること

② 防災・減災の取り組みは、民生委員・児童委員等の一部の関係者の活動に負うもので
はない

③ 民児協会長の指導力の下、地域ごとの取り組み方針の策定を

災害に備える民生委員・児童委員活動10か条

12

1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』改訂（第4
版）の経緯

2. 被災地の経験から明らかになった課題

3. 『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』（改
訂第4版）のポイント

4. 京都府内での災害対応と民生委員・児童委員活動

『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の改訂経緯とそのポイントについて

11
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1. 『災害に備える民生委員・児童委員に関する指針』改訂（第4
版）の経緯

2. 被災地の経験から明らかになった課題

3. 『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』（改
訂第4版）のポイント

4. 京都府内での災害対応と民生委員・児童委員活動

『災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針』の改訂経緯とそのポイントについて

13
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【シンポジウム１】シンポジスト 

 

令和元年東日本台風の被災により学んだこと 

～逃げ遅れゼロの地域をめざして～ 

 
長野県 長野市長沼地区民生委員児童委員協議会  

会長 深澤 悦子 
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令和元年東日本台風の被災により学んだこと 

～逃げ遅れゼロの地域を目指して～ 

 

１. 長沼地区の概要 

（１）地区について 

○ 人口  1,949 人 （長野市全体 366,597 人） 

○ 高齢化率  41.0％ （同 30.6％） ※ともに R5.9.1 時点 

○ 地区の様子 

長野市北東に位置し、千曲川に沿った南北に長い地区である。地区

東端に千曲川、北西端に浅川が流れる。地区北西を北陸新幹線が走り、

赤沼地籍に長野新幹線車両センターが置かれている。 

リンゴの生産が盛んであり、地区の南北を縦貫する国道 18 号は「ア

ップルライン」と呼ばれ、その東側の旧北国街道松代道沿いに集落が

形成されている。 

    

（２）民児協の概要 

○ 定数８名（区域担当６名 主任児童委員２名） 

○ 事業内容 

年間事業（定例会・各専門部会・会議、研修会参加）の他、独居老

人の見守り、自宅訪問活動、世代間交流等の事業を実施している。 

地区で実施している、お茶飲みサロン・はつらつ体操・介護者のつ

どい・すこやか子育て教室や、長沼地区で生まれた赤ちゃんを対象と

する絵本配布事業等に協力している。 

 

２. 令和元年東日本台風による被害 

令和元年 10 月 12 日から 13 日にかけて上陸した台風第 19 号により、千

曲川流域では記録的な豪雨に見舞われた。長野市においても、長沼地区の穂

保区付近の千曲川堤防が 70ｍにわたり決壊し、当地区をはじめ下流域の豊

野地区の他、上流域の地区でも越水及び内水氾濫等により甚大な被害が発生。 

発災直後は 54 の避難所（自主避難所含む）に 6,191 人が避難。住宅の他

に、避難が遅れ孤立した医療機関、社会福祉施設等もあり。 

人的被害として、死者 15 名（災害関連死 13 名含む）、重傷者８名、軽傷

者 92 名となった。（R3.3.31 時点） 
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手前が千曲川。穂保区の堤防が決壊し、奥に向かって地区内に濁流が流れ込んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濁流に飲み込まれる住宅    水が引いた後は大量の泥とゴミが堆積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽トラボランティアによる災害ゴミの撤去作業 農業ボランティアによるりんご畑に堆積した

泥の撤去作業 

  

- 24 -



３. 被災して見えてきたもの 

（１）避難の動向に差がある 

○ 年配者ほど自宅に留まる傾向（経験があり、まだ大丈夫という意識） 

→留まることを選択した結果逃げられなくなって救助された。 

○ 若い世帯ほど避難が早かった（経験がなく、不安が大きい） 

 

（２）役割が不明確となっている 

○ それぞれが「てんでばらばら」に動いていた。住民も、早く避難する

人もいれば自宅に留まる人もいる。自治会の役員、民生委員などは安

否確認の必要性を認識しているが、どこまでやれば良いのかわからな

い。 

○ すぐそこまで危険が迫っているのにも関わらず、集落の様子を見に行

って、慌てて引き返す場面も。 

 

（３）民生委員も被災住民の一人である 

○ 民生委員として特に気になる方への安否確認などは行ったが、すぐに

確認できないことも。 

→すぐそこまで危険が迫っている中で、民生委員としての役割と、一

住民として避難をしなくてはいけない状況との板挟みになった。 

○ 自らも被災したことで、民生委員としての活動がすぐに開始できない。 

 

４. コミュニティ防災とタイムラインの策定へ 

反省を踏まえ、水害に特化したタイムライン（危険の段階に応じて、それ

ぞれの立場における役割を整理したもの）を作成し、避難ルールブックとし

てまとめた。 
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それぞれが「てんでばらばら」に動いていた。住民も、早く避難する

人もいれば自宅に留まる人もいる。自治会の役員、民生委員・児童委

員（以下、民生委員）などは安否確認の必要性を認識しているが、ど

こまでやれば良いのかわからない。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 民生委員児童委員の役割の確認 

ルールブックの策定には、民児協会長も参加し、タイムラインによる地域

全体の動きの中で、民生委員の役割を確認。 

○ 避難行動に支援が必要な方の対応について、地区の関係者と共有する

ことが出来た。 

○ 民生委員自身もいつ何をすれば良いのか整理することが出来た。 

 

６. 地域全体での取組へ 

（１）大雨の際に仕組みが機能した。 

○ 障害をお持ちの方が、ルールブックを参考に早めに避難をして、その

連絡を民生委員にしてくれた。 

○ 住民自ら動くことで、対象者への安否確認等の負担がへり、民生委員

自身の安全確保が可能となる。 

 

（２）地域のつながりを基にした取組が大事 

○ タイムラインを理解し、自身がどう避難すればよいのか知っておくこ

とが大切。そのためのはたらきかけも必要。 

→避難行動に支援が必要な方は、日頃から民生委員が接しており、避

難ルールブックの内容について話題にしている。 

○ 逃げ遅れゼロのためには、自らが動くことはもちろん、周りの手助け

を求めることが大切。「お互いさま」の地域の関係づくりが必須。 

→「自分の身は自分で守る」ことはもちろん、個別避難計画を地域の

つながりの中で共有し、実行性のあるものにしておく。 

○ 検討項目の例 

・区長や常会長の役割は？ 

・安全な避難所・施設は？ 

・住民が避難開始を判断する情報や目安は？ 

・避難開始してから、避難場所につくまでどれくらい 

 時間がかかるか？ 

・住民に求める行動は？（避難状況の方向など） 
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障がいのある方が、ルールブックを参考に早めに避難をして、その連

絡を民生委員にしてくれた。

民生委員の役割の確認
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【シンポジウム１】シンポジスト 

 

住み慣れた地域で誰もが安全で安心して暮らせるように！ 

 
    島根県 松江市法吉地区民生児童委員協議会  

会長 金築 育代 
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法吉地区の概要 2023年7月31日現在

宍道湖の北西部に位置し、出雲国風土記にもその名がある。
戦国時代、毛利と尼子の戦場となった真山、白髪山がある歴史ある地区。

松江市法吉地区項 目
１９６，５６２名１２，１７９名人 口
９１，７７２世帯５，４６７世帯世 帯 数

３０．４３％２３．２９％高 齢 化 率
２７，４９６世帯１，３９９世帯高齢者世帯(６５歳以上)
１５，７６５世帯７４８世帯一 人 暮 ら し 高 齢 者

4 8 2 人１９人民 生 児 童 委 員
約１，６００人５７人福 祉 推 進 員 ＊

＊民生児童委員等と協力し、地域の福祉活動を担う。松江市独自の制度で、松江市社会福
祉協議会会⾧が委嘱する。

2

住み慣れた地域で誰もが安全で

安心して暮らせるように！

「災害に備える地域ぐるみの体制づくりに向けて」

「住民主体の取り組み」

島根県松江市

法吉地区民生児童委員協議会

会 長 金 築 育 代
1
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災害時（平常時も）における支援体制

＊発足当時はまかせて会員の役割の中に、避難誘導があったが、令和3年に削除している

4

3

島根県松江市 法吉地区
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宍道湖が あふ れ た ！

• 昭和47年には豪雨により宍道湖があふれ、5日近くも浸水が続き、
市民の生活を圧迫しました。

• このような大きな災害を経験し、
｢災害時における要配慮者対策｣

の充実を急がねばならないという

ことが身にしみてわかりました。

6

｢まかせて会員｣｢おねがい会員｣制度に
至った経緯

• 平成16年（2004年）3月、行政計画としての｢地域福祉計画｣と
市民としての活動の方向を示す｢地域福祉活動計画｣が、

｢まつえ福祉未来21プラン｣の名で策定。

• 法吉地区はモデル指定を受けることに。

平成16年は、全国各地で災害がありました。

災害の犠牲者の多くが、高齢者や障がいのある人々、

今、災害時要配慮者と呼ばれる人々でした。

5
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ワーキンググループの活動内容

・第1段階

災害時における要配慮者のニーズや要配慮者の情報把握の仕方

・第2段階 被災地、神戸市真野町への視察研修

・第3段階 個人情報保護法勉強会

・第4段階 広報活動

→地区社会福祉協議会会長と公民館館長が、

自治会長会議、民生児童委員協議会定例会に出席し、

協力を依頼

8

ワーキンググループの結成

•検討を開始
平成17年（2005年）に地域と行政、松江市社会福祉協議会を中心に

｢ワーキンググループ｣を結成

要配慮者への支援方策等についての検討を開始

• ワーキンググループの構成メンバー
地区社会福祉協議会、公民館、民生児童委員、福祉推進員、自治会、消防団、

あったかスクラム親の会、地元住民代表、障がい者団体、

松江市福祉部、松江市防災担当、松江市社会福祉協議会、

松江市ボランティアセンター、島根大学 7

- 34 -



｢まかせて会員｣とは？
・｢まかせて会員｣とは｢おねがい会員｣の平常時の見守り、災害時の声

かけ、災害時の安否確認を行う支援者のことをいう。 責任は課さない。

・｢まかせて会員｣の構成メンバー

｢おねがい会員｣が希望した近所の人、自治会長、自治会役員、

民生児童委員、福祉推進員、自主防災隊員など。

・一人の｢おねがい会員｣に対して上記の構成メンバーの中から3人程度の

｢まかせて会員｣を選任し登録をお願いしている。

（民生児童委員と福祉推進員は必須かな？）。

• 自治会役員は1年交替が多いので、自治会に｢おねがい会員｣｢まかせ
て会員｣について説明するのは、主に民生児童委員の役割となる。 10

｢おねがい会員｣とは？
・一人暮らしの高齢者、夫婦で高齢者また障がいのある方が支援を
希望し個人情報を地域の支援者（まかせて会員など）に開示すること
に同意した人たちを、｢おねがい会員｣と呼ぶことに。

・｢おねがい会員｣のリストアップ
自治会ごとに、自治会長 民生児童委員 福祉推進員が対象者のリス
トアップを行う。

日頃から民生児童委員、福祉推進員の見守りの対象となっている人や
自治会で要配慮者として把握している人。年齢を問わない。

障がい者については、リストアップを行政にお願いをした。

9
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立ち上げ時の｢研修会｣
•松江市地域福祉計画・活動計画策定委員長であった
同志社大学の上野谷加代子教授の記念講演を実施した

平成１７年度 まかせて会員 研修会「助け、助けられ上手のまちづくり」 同志社大学 教授 上野谷加代子 教授

12

｢ま かせて会員｣研修会

• ｢まかせて会員｣の方々には、ご自分の意識や関心を維持するため、
コロナ禍にあったときを除き毎年研修会を行っている。

11
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坂本寛子先生の｢まかせて会員研修会｣

• 印象に残る｢まかせて会員研修会｣の一つに、平成22年度の
坂本先生の講演がある。

坂本先生は阪神淡路大震災を経験なさっていて、

訴える話が心に染み渡った。

・先生のリュックの中身は？

大判ネッカチーフで資料などを包み、簡易ヘルメットにする。

14

今までの｢まかせて会員研修会｣
講 師内 容実施年度

同志社大学社会学部 教授 上野谷加代子氏「助け上手・助けられ上手のまちづくり」平成１７年度

日本福祉大学 助教授 原田 正樹氏「支え合う心豊かなまちづくり」 ～いま私たちにできること～平成１８年度

桃山学院大学 准教授 松端 克文氏「おねがい／まかせて…「支援の輪」の形成と「地域力」の向上」平成１９年度

群馬大学大学院 教授 片田 敏孝氏「災害犠牲者ゼロのまちづくり」平成２０年度

特定非営利活動法人ﾚｽｷｭｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 栗田 暢之氏「地域の防災力を高めよう！」～災害救援ＮＰＯの現場から平成２１年度

サカモトキッチンスタジオ主宰 坂本 廣子氏「地域防災力を育てる」～地域を支える地域の力～平成２２年度

（特活）ＮＰＯ政策研究所
専務理事・元神戸新聞社論説委員 相川 康子氏

「若男女で減災のまちづくり」平成２３年度

独立行政法人産業技術総合研究所 特別研究員 下瀬 健一 氏「竜巻に備える」～気象災害と防災情報～平成２４年度

法政大学現代福祉学部 教授 宮城 孝 氏「問われる災害時における地域の共助力」～東日本大震災の支援活動を通して平成２５年度

日本福祉大学 学長補佐 原田 正樹 氏「地域における支え合い活動の大切さ」平成２６年度

同志社大学大学院社会学研究科 教授 上野谷 加代子 氏「たすけられ上手・たすけ上手に生きる」～災害時も平常時でも～平成２７年度

医療法人社団慈恵会 新須磨病院理事長・院長
松江総合医療専門学校理事長 澤田 勝寛 氏

「安全・安心な地域づくりと医療の役割」～阪神淡路大震災から学ぶ地域での助け合い～平成２８年度

ご近所福祉クリエイター 酒井 保 氏「災害に強い地域づくりは、『ふだんの暮らし』から～3.11から学んだこと～」平成２９年度

日本福祉大学学長補佐・社会福祉学部教授 原田 正樹 氏「地域共生社会での新しい助け合い」～地域住民の参画と協働による・誰もが支えあう共存社会の実現～平成３０年度

島根大学人間科学部 准教授 加川 充浩 氏「地域の『支え合い』づくりと福祉のまちづくり活動の方法」令和 元年度

松江市社会福祉協議会 事務局長 諏訪 方宣 氏
生活支援課長 金森 志野 氏

「コロナ禍における生活困窮者支援と社会的孤立について」令和 ２年度

松江市防災安全部 防災安全課参事竹中敏博氏「EVAG」避難行動訓練 豪雨災害編 (EVAGをつかって地域防災を考えよう) 松江市内初訓練
令和 ３年度

（中止）

令和 ４年度
（中止）

(1)松江市長上定昭仁様 (2)松江市健康福祉部健康福祉総務課(1)「ＭＡＴＳＵＥ ＤＲＥＡＭＳ２０３０」講演 (2)「避難行動要支援者事業」改正点等について令和 ５年度 13
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防 災 訓 練 の 準 備
• まかせて会員用、おねがい会員用の
｢防災訓練のお知らせと協力のお願い｣案内状

おねがい会員の皆様 まかせて会員の皆様
（裏面）

16

防 災 訓 練
•法吉地区では独自に毎年防災訓練を行っているが、平成18年から
防災訓練に併せて、｢まかせて会員｣による｢おねがい会員｣への声が

けと安否確認を実施。

•実施の前には、各自治会で事前会議を行う。
•メンバーは自治会長、自主防災隊長、民生児童委員、
福祉推進員、近隣のまかせて会員などである。

｢まかせて会員｣は自分が誰の見守りをするべきかを

再確認する絶好の機会でもある。

15
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松江市避難行動要支援者支援事業と法吉地区災害時支援事業の違い

備考支援する人支援を求める人趣旨事業名

定めなし（民生児童委員
等、各地区で努力する）

７５歳以上、障害のあ
る人等で支援を求め、
そのことが情報開示さ
れてもいい人

災害時の
避難行動
要支援者
を支援す
る

避難行動要支援
者支援事業（松
江市）

｢おねがい会
員｣｢まかせて
会員｣は、法
吉地区独自の
事業

（民生児童委員、福祉推
進員、自治会役員等）＋
まかせて会員

同上

法吉地区災害時
支援事業（第2
次）

（「まかせて会員」の規
定は特にない。｢おねが
い会員｣を支援できる人
なら誰でも。もちろん民
生児童委員でも福祉推進
員でもいい）

ただし、７５歳以上と
いう年齢の縛りはない
（法吉地区では「おね
がい会員」と呼んでい
る）

18

地域の安全・安心は地域の力で（NO.1）
• このような取り組みは全国にあるが、多くは行政主導。
法吉地区では、立ち上げから全てが住民が中心となって

(手作り）で行ってきた。

• 平成20年に松江市から、｢松江市災害時要援護者避難支援計
画登録申請書兼登録台帳｣が高齢者宅に郵送された。

• これは、「おねがい会員、おまかせ会員」制度とよく似ているが、
「おねがい会員」の対象が異なるなど、違うところもあった。

• 地区社会福祉協議会会長、公民館会長等が協議の結果、法吉は今
までの｢おねがい会員、まかせて会員｣制度を崩さないことを

決定。

• 市の「台帳」は平成28年にも郵送された（対象は満75歳以上の方々）。 17
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松江市避難行動要支援者名簿 登録確認書

20

地域の安全・安心は地域の力で（NO.2）
・平成28年に松江市は災害対策基本法の改正を受け、従来の「災害時要援
護者名簿」から「避難行動要支援者名簿」へ名称を変更。

・令和4年度に、松江市は「避難行動要支援者名簿」の一斉更新を実施。

・時期を同じくして、法吉地区社協では、

｢第2次法吉地区災害時支援事業｣を策定した。

・法吉地区民児協は令和3年～4年度の全国民生委員互助共済事業の指定民児協と
して、重点目標の1つに、

松江市からの｢避難行動要支援者同意者名簿｣と｢おねがい会員｣との

すりあわせを掲げていた。

・きめ細かで熱心な活動が功を奏し、松江市からの支援も受け、地区の制度は

存続され、 大幅な｢おねがい会員｣の増にも繋がった。

19
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裏面

22

法吉地区災害時地域支援事業おねがい会員・申請書 兼 登録台帳

21
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発足時と今、そしてこれから

• 今後の課題
①「松江市避難行動要支援者登録者」に「おねがい会員」に登録してもらうこと。

②「まかせて会員」の増員を図ること。

「おねがい会員」等への理解を深めるため、これからも

民生児童委員は自治会長等と協働で家庭訪問を続けていく。

まかせて会員おねがい会員松江市避難行動
要支援者登録者年度

220名150名-平成18年（2006年）
121名96名437名令和３年（2021年）
121名226名507名令和４年（2022年）
110名249名422名令和５年（2023年）

24

支 援体制 構築 の 流 れ

•松江市から情報を提供していただき、皆で力を合わせて支援体制を
強化していく。

23
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【シンポジウム１】シンポジスト 

 

地区防災と民生委員 

 
    広島県 尾道市第９区民生委員児童委員協議会  

会長 荒川 京子 
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尾道市や日比崎地区の地勢
尾道市概略地図（市勢要覧より） ・土砂災害警戒区域の箇所数

全国：約６８万 広島県：約４万７０００（全国で最多）
尾道市：約３０００（２３市町で８番目）

日比崎地区

日比崎地区のハザードマップ
（尾道市総合防災マップより）

・南北に中小河川の栗原川が流れており、
氾濫すれば日比崎地区の平地一帯が浸水

↓
大雨が降ると、山手では土砂災害、
平地では浸水被害の両方が心配な地域

平成３０年７月豪雨災害の際には、隣の
地区との境界付近で土砂崩れが発生し、
１名が亡くなられた

2

地区防災と民生委員

尾道市第9区民児協：荒川京子

1
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近年頻発する豪雨災害における高齢者等
への被害の集中

国は東日本大震災の教訓を踏まえ、平
成２５年に災害対策基本法を改正し、
避難行動要支援者名簿の策定を市町村
に義務化。

現在、尾道市では、避難行動要支援者
名簿の策定率は１００％。

4

近年頻発する豪雨災害における高齢者等への被害の集中

●平成30年７月豪雨
愛媛県、岡山県、広島県の死者数のうち、60歳以上の死者数の割合
→約70％(131人/199人) （高齢者の死者数/全体死者数）

（うち市区町村別死者数最大の倉敷市真備町における70歳以上の割合 
約80％(45人/51人)）

●令和元年台風第19号
全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合

→約65％(55人/84人)

●令和２年７月豪雨
全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合

→約79％(63人/80人)
（うち熊本県 約85％(55人/65人)）

注：本資料中に記載している死者数等の数値は、2020年12月24日に公表された「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の 

避難のあり方について（最終とりまとめ）」本文中に記載されているものであり、最新値とは異なる可能性があります。

3
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民生委員が尾道防災リーダー育成講座を受講
・例年開催されている「尾道防災リーダー育成講座」を、
第９区のみを対象とした形で開催してほしいと要望し、
令和４年９月・10月に実現。

・民生委員６人をはじめ、合計22人の地域住民が受講。
有識者による講演や図上訓練、救命講習などを通じて、
地域防災リーダーとしての心構えを学習するとともに、
地域住民とのネットワークを強めた。

・講座を受講した民生委員の中には、防災士の資格を取得
し、ステップアップを果たした方も。

6

現状：
自主防災会結成率は尾道市が６８．３％、日比崎
社協の１１町内会の内、８町内会が結成し、残り
３町内会は未結成で、結成率７２．７％ある。
今年度中には、１００％を目指したい。

また、防災訓練実施率、訓練参加率も良くない。
これも改善したい。

5
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目標：
避難行動要支援者の個別避難計画を４者
連携（自治体、町内会、自主防災組織、
民生児童委員）して協議・作成する。

災害に強い地区づくりに、民生児童委員
が積極的に、防災・減災の研修会参加・
個別避難計画を基に防災訓練を実施する。

8

次世代へ引き継ぐ（日比崎中学校の取り組み支援）

・地元生徒の多くが通学する日比崎中学校では、総合的な
学習の時間を活用し、令和２年度から防災マップづくりな
どの取り組みを開始。民生委員、町内会長、役員、PTA役
員などとともにフィールドワーク（まち歩き）に参加し、
地域の危険地域などを検証。
この「日比崎サバイバルプロジェクト（通称サバプロ）が
評価され、令和４年度学校安全表彰を県内で１校だけ受賞
しました。

DIG(災害図上訓練）の様子

自宅や学校周辺、通学路などの
災害危険個所について図上で確認

フィールドワーク(まち歩き）の様子

生徒とともに災害危険個所を意識
しながら地域を探索

7
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今や災害は忘れない内にやってくるという
時代である。毎日、日本のどこかが揺れて
いる状況です。

日々いつ災害に会うかわからない時代に
なって、自助・共助・公助の内、災害時に
は公助は一番最後で、日頃の自助、ご近所、
町内会、民生児童委員などの共助の重要性
は益々大きくなっています。
【御静聴ありがとうございました。】

10

まとめ
要介護高齢者や障がい者等の避難行動要支援
者や避難支援等関係者の犠牲を抑えるために
は、事前の準備を進め、迅速に避難支援等を
行うことが必要です。

災害時（発生した、または発生するおそれが
ある場合）に、誰ひとり見逃さないという重
要な目標を達成するため、民生児童委員の使
命は重大です。

9
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